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　十勝管内の法律事務所がない17町村に弁護士が赴いて皆さんの相談を無料でお受けいたします。
　十勝管内在住の方はどなたでも、どの実施場所でも相談を受けることができます。　　

　予約受付（予約優先）：釧路弁護士会帯広会館

　TEL０１５５‐６６‐４８７７
※当日相談を担当する弁護士が利害関係を有するため、相談をお受けできない場合があります

ので、ご了承ください。　（利害関係の有無を確認するためにも、事前のご予約が便利です。）

令　和　5　年　度　ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル
《毎週火曜日　午後１時～午後４時》

実施予定日 実施自治体 実施場所 実施予定日 実施自治体 実施場所

5 月
春のすずらん一斉相談 11月

7 日 大樹町 高齢者保健福祉推進センター

14 日 幕別町 札内コミュニティプラザ
1 階和室　会議室

21 日 鹿追町 鹿追町民ホール　セミナー B 室

28 日 陸別町 陸別町役場　第 1 会議室

17 日 豊頃町 豊頃町役場　１階会議室

12 月

5 日 広尾町 広尾町コミュニティセンター
第 2 会議室・和室

6 月

6 日 幕別町 幕別町民会館　
1 階和室× 2 応接室 12 日 上士幌町 上士幌町山村開発センター

第 3 研修室

13 日 士幌町 士幌町コミュニティーセンター
2 階　多目的作業室 19 日 芽室町 芽室町役場

27 日 豊頃町 豊頃町役場　１階会議室 26 日

休 み

7 月

4 日 大樹町 高齢者保健福祉推進センター

1 月

2 日

11 日 陸別町 陸別町役場　第 1 会議室 9 日

18 日 足寄町 足寄町消費生活相談所　相談室 16 日 更別村 更別村社会福祉センター

25 日 更別村 更別村社会福祉センター 23 日 池田町 池田町社会福祉センター

8 月

1 日 清水町 清水町役場 1 階町民相談室 1 30 日 豊頃町 豊頃町役場　１階会議室

8 日 上士幌町 上士幌町山村開発センター
第 3 研修室

2 月

6 日 幕別町 虫類コミュニティセンター
1 階児童室　老人室

15 日 休 み 13 日 士幌町
士幌町コミュニティセンター

2 階多目的作業室

22 日 音更町 音更町総合福祉センター
1 階研修室 20 日 中札内村 中札内村役場　相談室

29 日 新得町 新得町公民館　料理実習室 27 日 足寄町 足寄町消費生活相談所　相談室

9 月

5 日 幕別町 札内コミュニティプラザ
1 階和室　会議室

3 月

5 日 新得町 新得町公民館　料理実習室

12 日 中札内村 中札内村役場　相談室 12 日 浦幌町 浦幌町役場 1 階相談室

19 日 広尾町 広尾町コミュニティセンター
第 2 会議室・和室 19 日 音更町

木野コミュニティセンター

1 階研修室 1

26 日 浦幌町 浦幌町役場 1 階相談室 26 日 休 み

10 月 休 止
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よ
り

■
ア
ポ
電･

サ
ギ
に
は

　
　
　
　
　
　

「
十
分
な
警
戒
を
」

　

～
警
察
か
ら
も
ら
っ
た
チ
ラ
シ
は
、
電
話
機

　
　

の
近
く
に
貼
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
～

●
強
盗
・
詐
欺
に
使
わ
れ
る
ア
ポ
電
が
急
増
し

て
い
る
。

●
「
は
い
、
○
○
で
す
」
と
先
に
名
乗
る
こ
と

は
絶
対
や
め
ま
し
ょ
う
。

●
自
ら
、
個
人
情
報
を
漏
ら
さ
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

●
対
策
と
し
て

○
迷
惑
電
話
防
止
機
能
の
あ
る
電
話
に
可
能
な

　

限
り
換
え
ま
し
ょ
う
。

○
着
信
時
に
、
録
音
す
る
旨
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
が

　

流
れ
警
告
を
し
ま
す
。

○
登
録
さ
れ
て
い
な
い
番
号
は
拒
否
し
て
く
れ

　

ま
す
。

○
怪
し
い
番
号
か
ら
の
連
絡
を
事
前
に
は
じ
い

　

て
く
れ
ま
す
。

○
詐
欺
に
遭
う
危
険
性
を
下
げ
て
く
れ
ま
す
。

■
そ
の
サ
イ
ト	

								

本
当
に
開
い
て	

大
丈
夫
！

●
こ
ん
な
言
葉
に
要
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

○
サ
ギ
は
お
金
の
話
し
で
誘
っ
て
き
ま
す
。甘
い
言

葉
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
！

○
お
金
の
話
し
が
出
た
ら
、一
旦
電
話
を
切
り
ま

し
ょ
う
。

○
保
険
金
の
還
付
金
が
あ
り
ま
す
。Ａ
Ｔ
Ｍ
に
行
っ

て
操
作
を
し
て
く
だ
さ
い
は
要
注
意
！

○
有
名
企
業
・
公
的
機
関
名
を
語
り
、一
見
本
物

そ
っ
く
り
の
メ
ー
ル
が
届
く
！	

　
　
　

…
…	

（
無
視
し
ま
し
ょ
う
）

●
不
審
な
電
話
や
ハ
ガ
キ
等
が
送
ら
れ
て
き
た

ら
す
ぐ
家
族
や
警
察
に
相
談
を

■
運
転
は	

ス
マ
ホ
見
な
い
で

																												

周
り
見
て

　

歩
き
ス
マ
ホ
は
厳
禁

●
携
帯
電
話
を
使
用
し
な
が
ら
の
歩
行
は
警
戒

感
が
薄
れ
不
審
者
や
ひ
っ
た
く
り
に
狙
わ
れ　

や
す
く
な
り
ま
す
。

●
交
通
事
故
を
自
ら
起
こ
す
誘
発
の
原
因
に
な

り
ま
す
。

●
次
の
こ
と
に
注
意
を
し
、
自
己
防
衛
策
を
し

ま
し
ょ
う
。

○
歩
き
な
が
ら
の
ス
マ
ホ
使
用
は
、
危
険
で
す
。

○
転
倒
の
危
険
性
が
上
が
り
ま
す
。

○
ベ
ン
チ
に
腰
掛
け
た
り
、
安
全
な
場
所
で
使

　

用
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
自
転
車
を
乗
り
な
が
ら
の
ス
マ
ホ
使
用
は
、

　

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
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駐
在
だ
よ
り

は
る
に
れ

～
み
ん
な
で
つ
く
ろ
う　

安
心
な
ま
ち
～

池
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署
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茂
岩
駐
在
所
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７
４
‐
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０
１
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豊
頃
駐
在
所
☎
５
７
４
‐
２
１
５
１

大
津
駐
在
所
☎
５
７
５
‐
２
０
０
２

５
月　

日
か
ら　
日
ま
で

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
の
実
施

●
交
通
事
故
死
者
数
全
体
の
う
ち
、
歩
行
中
に

事
故
に
遭
う
割
合
が
最
も
多
い
の
で
、
次
の
こ

と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

○
歩
行
者
の
皆
さ
ん
、
横
断
歩
道
を
渡
り
、
信

号
機
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
信
号
に
従
う
な
ど

交
通
ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

○
子
ど
も
の
事
故
の
特
徴
は
、
道
路
へ
の
飛
び

出
し
が
多
い
の
で
、
保
護
者
な
ど
が
そ
の
危

険
性
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。

○
高
齢
歩
行
者
自
身
が
加
齢
に
伴
う
身
体
機
能

等
の
変
化
を
理
解
し
、
そ
の
特
性
を
ド
ラ
イ

バ
ー
が
し
っ
か
り
と
認
識
し
て
思
い
や
り
を

も
っ
た
運
転
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

●
横
断
歩
行
者
事
故
等
の
防
止
と
安
全
運
転
意

識
の
向
上

○
横
断
歩
道
は
歩
行
者
が
優
先
と
な
り
ま
す
。

○
飲
酒
運
転
は
悪
質
・
危
険
な
犯
罪
で
す
。
飲

酒
し
た
ら
運
転
し
な
い
、
飲
酒
運
転
車
両
に

同
乗
し
な
い
な
ど
当
た
り
前
の
こ
と
は
し
っ

か
り
守
り
ま
し
ょ
う
。

○
車
間
距
離
を
詰
め
る
こ
と
や
幅
寄
せ
す
る
こ

と
は
、
妨
害
運
転
等
の
悪
質
・
危
険
な
違
反

に
繋
が
り
、
重
大
事
故
に
直
結
し
ま
す
の
で

絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

●
横
断
歩
行
者
事
故
等
の
防
止
と
安
全
運
転
意

識
の
向
上

○
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
全
て
の
自
転
車
利

用
者
に
対
し
て
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着
用
が
努
力

義
務
と
な
り
ま
し
た
。
昨
年
、
自
転
車
乗
車

中
に
亡
く
な
っ
た
方
の
約
６
割
が
、
頭
部
を

負
傷
し
て
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
自
転
車
に

乗
る
際
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
ま
し
ょ

う
。

自
転
車
の
安
全
利
用
の
促
進

●
自
転
車
安
全
利
用
五
則

○
車
道
が
原
則
、
左
側
を
通
行
、
歩
道
は
例
外
、

　

歩
行
者
を
優
先

○
交
差
点
で
は
信
号
と
一
時
停
止
を
守
っ
て
、

　

安
全
確
認

○
夜
間
は
ラ
イ
ト
を
点
灯

○
飲
酒
運
転
は
禁
止

○
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

●
知
っ
て
い
ま
す
か
？
自
転
車
運
転
者
講
習
制

度○
15
歳
以
上
の
自
転
車
運
転
者
が
、
交
通
の
危

　

険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
一
定
の
違

　

反
行
為
（
信
号
無
視
、
通
行
禁
止
違
反
等
）

　

を
反
復
し
て
行
っ
た
場
合
、
自
転
車
運
転
者

　

講
習
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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